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I. 計画の概要  

｜01｜ 立地適正化計画とは 

 

全国的な人口の減少と高齢化を背景として、安

心できる健康で快適な生活環境を実現すること、

財政面や経済面において持続可能な都市経営を

可能とするため、医療・福祉施設、商業施設や住

居などがまとまって立地し、高齢者をはじめとす

る住民が公共交通によりこれらの生活利便施設*

等にアクセスできるなど、「コンパクト・プラス・

ネットワーク*」の考えに基づき、行政と住民や民

間事業者が一体となったまちづくりを促進する

ため、「立地適正化計画」が制度化されました。 

 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法*第 81

条に位置づけられる「市町村が都市全体の観点か

ら作成する、居住機能や医療・福祉・商業等の都

市機能*の立地、公共交通の充実等に関する包括

的なマスタープラン」であり、おおむね以下の内

容について定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
■立地適正化計画の区域 

都市計画区域内でなければならず、都市計画区域全体とすることが基本。 

 

■立地適正化計画の基本的な方針 

計画により実現を目指すべき将来の都市像を示すとともに、計画の総合的な達成状況を的確に

把握できるよう、定量的な目標を設定。 

  
■居住誘導区域 

人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サー

ビスやコミュニティ*が持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。 

 
 
■都市機能誘導区域 

医療・福祉・商業等の都市機能*を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することに

より、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。 

■誘導施設 

都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設。 

※都市機能増進施設は、居住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必要な施設

であって、都市機能*の増進に著しく寄与するもの。 

 

図 制度概要図 

資料：国土交通省ホームページ 

 



Ⅰ .計画の概要  

3 

 

 

｜02｜ 計画の位置づけ 

 

都市計画マスタープランの一部とみなされる立地適正化計画は、「千歳市総合計画」、北海道が

定める「千歳恵庭圏都市計画 都市計画区域の整備・開発及び保全の方針*」に即し、各関連計画

と連携・整合を図りながら、都市再生特別措置法*に基づく施策や関連する都市計画事業、その他

のまちづくり施策を進め、将来都市像の実現を図ります。 

 

 

図 立地適正化計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［上位計画］ 

千歳市総合計画 
千歳恵庭圏都市計画 都市計画区域

の整備・開発及び保全の方針 

即する 

千歳市 

都市計画マスタープラン 

千歳市立地適正化計画 

［北海道決定の都市計画］ 

・区域区分 

・広域的都市施設 

など 

［千歳市決定の都市計画］ 

・用途地域 

・都市施設 

・市街地開発事業 

・地区計画 など 

［関連計画］ 

・千歳･苫小牧 

地方拠点都市 

地域基本計画 

・道央都市圏都市交

通マスタープラン 

・地域公共交通計画 

・強靭化計画 

・緑の基本計画 

・商業振興プラン 

・住宅マスタープラン 

・観光振興計画 

・下水道基本計画 

・環境基本計画 

など 

市
民
と
協
働 

即する 

即する 

連携 

整合 

将来都市像の実現 
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｜03｜ 千歳市立地適正化計画の区域 

 

立地適正化計画の区域は、都市計画区域全体を基本とすることから、千歳市の都市計画区域と

します。 

 

図 立地適正化計画の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｜04｜ 計画の期間 

 

計画の期間は、都市計画運用指針*において、「おおむね 20 年後の都市の姿を展望すること」と

示されています。おおむね 20 年後の都市の姿を展望し、千歳市第３期都市計画マスタープランと

同じく令和 23 年（2041 年）を目標年次とします。 

 

  

立地適正化計画の区域＝都市計画区域 

市街化区域 

市街化調整区域 
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｜05｜ SDGs と立地適正化計画 

 

平成 27 年（2015 年）に 17 の目標と 169 のターゲットからなる「持続可能な開発目標」（SDGs：

Sustainable Development Goals）が国際連合で採択されました。千歳市においても、SDGs*の

17 の目標に関連づけて施策を推進しています。立地適正化計画は、主に「すべての人に健康と福

祉を」や「働きがいも経済成長も」、「産業と技術革新の基盤をつくろう」、「住み続けられるまちづ

くりを」、「陸の豊かさも守ろう」、「パートナーシップ*で目標を達成しよう」などに関連しており、

目標達成に向け貢献していきます。 

 

図 持続可能な開発目標（SDGs） 
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